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第7詔衛生工学シンポジウム
1999.11 北海道大学学術交流会館

2-6 

しCA手法を用いた撰棄物広域リサイクル構想策定について

井上 陽仁，羽原浩史(復建調査設計株式会社)

1 はじめに

今日の大量生産・大量消費型の社会システムと個人指向霊視のライフスタイルへの変化は，

ごみの排出量を増大させ，ごみ質の多様化を生じさせている。一方で，環境保全に対する社会

的な関心の高まりとともに，最終処分場の確保は年々困難になってきており，その逼迫の度合

いは深刻さを増している。したがって，ごみのi藤正処理を確保するため，ごみの排出抑制・リ

サイクルの推進は今や社会的な急務である。

このような状況の中，ごみ焼却施設から排出されるダイオキシン類が大きな社会問題となり，

全面的に緊急な対応が必要となった。そのため，平成9年 l丹に「ごみ処理に係るダイオキシ

ン類発生訪止等ガイドラインj が制定され，また，同年8月には r廃棄物の処理及び清捕に

関する法律施行規尉Jの改正により，ごみ焼却施設は，平成 14年 12月から，より厳しいダイ

オキシン類憤久基準に適応させる必要が生じるとととなった。

また，都道府県は，平成9年5月に固から出された fごみ処理の広域北についてjに基づき，

より高度なダイオキシン類対策が可能なるよう広域化計画を定め，市町村を指導するように求

められた。これを受けて，広島県では平成 10年7月に f広島県一般廃棄物広域処理計画J (以

下，広域化計画という)を策定した。

広域化計画で設定された広域ブロックの区分図は，図 1-1に示すとおりである。

大竹・1才沼市プロック
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関 1-1 広島県の一般廃棄物広域処理ブロック区分

三次・庄原ブロック
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本構想は，可燃性一般鹿棄物のごみエネルギーの有効利用，焼却灰溶融スラグ化及びリサイ
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クル等，さらに効率的な処理を行うため比策定したものである。

この広域的な取り組みは，ダイオキシン類の対策だけではなく，リサイクルの推進，エネル

ギーの有効利用及びごみ処理経費の縮減等 ごみ処理の総合的な対策として非常に有効と考え

られる。

2 現状のごみ処理体制でのごみ霊推計

(1)可燃ごみ排出量の推計
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図 2-1に示すとおりである。

図 2-1

可燃ごみ排出量の推計は，基本的

に広域化計闘で採用している可燃ご

みの排出原単位を使用することとし，

広域化計画の目標年次である平成 19

年度以降については，平成 19年度

の排出原単位を維持することとした。

また，平成 12年度より完全施行と

なる容器包装リサイクル法によるそ

の他プラスチックの減量効果を考慮

して，推計を行った。

可燃ごみ排出量の推計結果は，

(2)課題の抽出

ダイオキシン類対策や適正なごみ処置を推進するため，広島県を 8ブロックに分けた広域化

計簡を進めている中で，現状のごみ処理体制における課題は次のとおりである。

〔現状のごみ処理体制における課題〕

O 施設更新時期，分別・運搬方法の相違により，広域処理の早愈な実施が割難な広

域ブロックがある。

O 比較的小規模な広域ブロックでは，エネルギーの高度利用が困難である。

O 焼却灰の安定化のため，焼却灰の溶融処理が必要である。

これらのことから，広域処理への移行を促すとともに，ごみエネルギーの高度利用，焼却灰

の溶融スラグ化，溶融スラグのリサイクルを図るため，新たな広域リサイクルシステムの構築

が必要である。

3 広域リサイクルシステム構想

(1)基本方針

広域リサイクルシステム構想、の基本方針を以下に示すとおり設定した。

〔基本方針〕

O 廃プラスチックのリサイクルを推進する。

O 可燃ごみの熱エネルギーの高利用を図る。

O 焼却灰の安定化，リサイクルを推進する。

に
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(2)広域リサイクルシステム構想

基本方針に基づき，広域リサイクルシステム構想、を図 3-1に示すとおり設定した。
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関 3-1 広域リサイクル構隷システム構想図

広域リサイクルシステムでは，その中核にリサイクルセンターを整備する。

リサイクルセンターは， RDF発篭を中心とした広域リサイクル施設の集合体であり， RD  

F発電施設， RDF焼却等からの焼却灰の溶融，溶融スラグの加工施設， RDF中継基地等か

ら構成される。

また，リサイクルセンターの機能としては，溶融スラグのように，今後製品の種類・用途，

潜在需要量，流通コスト等，検討が必要なものについて高品化の研究等を行い，リサイクル需

要を高めていくとともに，鹿棄物りサイクル情報の発信基地としての役割を担うものとする。

4 広域リサイクルシステムの検討

(1)広域リサイクルシステムで採用するリサイクル手法の検討

広域1)サイクルシステムで採用するリサイクル手法と方針は，表4-1のとおりである。
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表4-1 広域リサイクルシステムで採用するリサイクル手法と方針

一一一一
リサイクル手法の検討 方 量ト

@広域でリサイクルを行うよりも家庭単位でリサイクルを推進していく 本機怒とはi)IJ!::検討
生ごみ 意向が各市町村に強い。 する。

曲家庭から排出される生ごみについては技術的課題が多い。

@容君是包装リサイクル法によるリサイクルシスァムが滋入されることか 市町村及び再生事業

プラスチック類 ら，同法によるリサイクルを今後も捻逃することにより資源化を関 者とii長携し， リサイ
るa クルを鍛進する。

母マアリアルリサイクル後のその他可燃ごみは. RDFを利用したサ RDFイヒの捻遂とR
マルリサイクルシステムを導入し. RDF発電によるエネルギーの高 DF発電によるエネ
皮革IJfflを図る。 ルギ一帯IJ用環境の怒

その他可燃ごみ • RDF発電は，基本的!::単独ではエネルギーのi溺皮利用が困難と考え 術を推進する匂
られる中小規様のブロック又は市町村・一昔話事務総合を対象とする。

母各ブロック又は市町村・一部事務総合でRDF化を. RD F手IJffl施設
において高効率なRDF発E立を行う悶
母今後新たに設留される焼却施設については溶磁スラグ化が図られるこ 焼却灰の熔融スラグ

ととなる。 イヒ及び溶高官スラグの

@過渡期及び小規模総絞対策として. RDF発f在で得られたエネルギー 土木資材への利用を
を利用して，広域リサイクルシステムで溶融スラグ化を実施する。 推進する。

焼却灰
@焼却灰及びRDF発電筋設からの溶敵スラグは安定イヒ，終審化してい
ることから，溶磁スラグの製品2毒殺の擁立等，妓術的な間観点が解決
すれば，簸終処分場へ題め立てるのではなく土木資材等へのりサイク
ルが期待できる。

申告5磁スラグの製品基準が確立され次第，溶蝕スラグIJflこE施設などリサ
イクルの捻進を図る検討を行う必要がある。

(2)広域リサイクルシステムの評儲

ア評価・検討の設定

広域リサイクルシステムの検討は，可

燃ごみの中間悠環から最終処分場への搬

入までを総合的に評価するライフサイク

ルアセスメント手法による。また，評価・

検討を行う項目は，表 4-2のとおりとする。

表 4-2 評価・検討項毘

0可燃ごみ処理コスト

イ試算条件の設定

(1)試算対象地域

0可燃ごみ処理に伴うエネルギー消費量

0可燃ごみ処理に伴う二酸化炭素発生量
0可燃ごみ処理に伴うダイオキシン類排出量

広域化計画より，広域ブロックは，ダイオキシン類の排出削減に効果のある全連続炉の導入

が可能となるように 100t/日以上の焼却施設が整備できるように設定されている。しかし，

ごみエネルギーの有効利用を考えれば焼却施設の規模は 200t!日以上必要であり， 200 t/自に

満たない広域ブロックのごみエネルギーの高度利用を図る場合は，広域ブロックを超えた広域

リサイクルシステムによる処理が有効である。

したがって，広域リサイクルシステムによってより効果的なリサイクルが可能となる地域を

試算対象地域として次のとおり設定した。

〔試算対象地域の設定条件〕

O施設規模が 200t/ Iヨ未満の広域ブロック

O中心都市だけで施設規模が 300t!日以上となる広域ブロックの他の市町村

(イ)試算対象年度

試算対象年度は，広域化計画の計画期間(平成 10年度~平成 19年度)の最終年度(平成 19

年度)に供用開始となる中間処理施設の供用開始7年後(国庫補助上の計画目標年次)である

平成 25年産とする。
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(ウ)検討ケース

検討ケースは表 4-1に示すとおり

とし，それぞれ試算対象地域全体で

比較を行った。なお，現夜，灰溶融

を行っている焼却施設は広島県内に

は存在しないが，将来的には焼却灰

の安定化，減量化のために必要な施

設であるため，焼却施設には灰提言融

設備を設寵することとした。

表4-1 広域リサイクルシステムの検討ケース

-均価崎句同・ー 検討ケスの概要

焼却+灰溶融
試算対象地域について，各広域ブロック毎

(従来型の処程方法)
に焼却施設及び灰溶融施設を護備し，処理
する方法。

直接溶融
試算対象地域について，各広域ブロック毎

(ガス化溶融)
に箆接溶融(ガス化溶融)施設を主主備し，
処理する方法。

試算対象地域について，各広域ブロック毎

RDF化十RDF発電 にRDF化施設を整備し，す被る害:象したRD
FをRDF発電施設で利用 方法。

(3)広域リサイクルシステムの試算結果

試算の結果 fRDF化+RDF発電施設j がもっとも市町村への経済負担が小さく，エネ

jレギー消費量が少なく，環境負荷が小さいという結果を得た。

試算結果については，図 4-1に示すとおりである。

ア可燃ごみ処理コスト

0直接溶融j は f焼却+灰湾融j

のごみ処理コストの約 90%， 

fRD F化十RDF発竜j は約

74%乏なる。

イエネルギー消費量

o f焼却+灰溶融」及び f直接溶
融j では， 200t/日以下の施設

で発電を行うことは難しいため，

エネルギー消費量が多い。

0霞接溶融Jは「焼却十灰溶融J

の約 97%，fRDF化十RDF

発電j は約 69%に削減される。

ウ二酸化炭素発生霊
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ザイオキシン額発生食o f直接溶融jと「焼却÷灰溶融j
ではほとんど変化しないが， 関4-1 広域リサイクルシステムの試算結果
fRD Fイ七十RDF発電j は，

「焼却+灰溶融j の約 87%に削減することができる。

0ニ酸化炭素発生蓋の削減は， RDF発議によって一般の火力発電に使用される化石燃料が削

減されるためである。

エダイオキシン類発生量

o fj直接搭融Jは f焼却十灰溶融Jの約 70%，fRDFイ七十RDF発電jは約 63%に削減す
ることができ，より安全なごみ処理が可能となる。

o f車接溶融Jは， f焼却+灰溶融Jと比較して，必要となる空気量が少ないため，ダイオキ
シン類の排出量が削減される。さらに， fRD F化+RDF発電Jでは，水分の少ないRD

Fを焼却するため f直接溶融j よりもダイオキシン類の排出削減効果は高い。



5 リサイクルセンターの事業化手法

広域リサイクルシステムの中核

となるリサイクルセンターは，次の

ような特徴を持ち，公共性が高く，

継続性が求められる事業である。

《リサイクルセンターの特徴》

O 市町村の一般麗棄物処理を

支援する。

O 可燃ごみのもつエネルギー

を有効利用する。

O 資源化を推進し，最終処分

量を減少させる。

一般的な事業化の手法及びその

特徴は表 5-1のとおりであるが，リ

サイクルセンターの事業化にあたっ

ては，その採算性，市野村への経済

的メリット等について，さらに詳細

な検討が必要である。

6 おわりに

表 5-1 事業化手法及びその特徴等

事業化手法 特 徴 等

@事業の公共性，継続性，採算性等を勘案して，

特に公共性及び継続性が高いにもかかわらず，
事業採算性に問題があり民照の参入が期待でき

公共主体によ
ない場合に採用されることが多い。

@自治体の 100%出資の地方公社を設立する場合
る方法

についても，独gの財源を確保することが必要
である。
@遼営を委託することによって市町村に財政的な

メリットが必要である。

@民活事業として数多くの実施事例がある。

@近年，第 3セクターの破綻が問題となっている
が，破綻は，際発製の第 3セクターが多く，ま

第 3セクター
た，官が半分以上を出資し，社長に市長または
知事等が就任しており，責任の所在が媛昧な{頃

による方法
向が強い。
@自治体を担保とした信用膨張の抑制を図る必要

がある。
@民間の経営感覚を十分に利用する必要がある。

• P F 1法が成立したばかりであり，関連法の整
備が必要となっている。
. 1)スク分援について官民間の役割分扱・責任関

P F 1による 係が不明である。

方法 @長期{責務負担行為を伴う契約を行う必要があ
る。

@補助金等の取り扱いが不明である。
@現段階での導入は難しい。

広域リサイクルシステムの中核となるりサイクルセンターは，際連設備等にエネルギー供給

を行う RDF発電機能を中心に，最終的に次の機能を持つ施設を目指している。

ORDF受入・貯蔵機能

ORDF発電機能

O焼却灰溶融機能

0溶融スラグ加工機能

今後の課題としては，溶融スラグのリサイクjレのように，製品としての流通が期待されなが

らも，製品の品質，流通ルート等に課題を残すものも存在することから，それらのリサイクル

技術を検討する必要がある。また，蕗棄物リサイクル構想の実現には，住民のリサイクルへの

理解と協力が必要であることから，ごみの排出抑制やりサイクルをの推進を含めたリサイクル

情報の発信機能について検討する必要がある。
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